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ただの儀式にすぎないのか？

Ｈ３０．６．１５ 募集要項配布開始

６．１５ 質問受付開始

６．２６現地説明会

６．２９ 質問事項受付締切

７．６ 質問事項に対する回答

７．１３～２０ 申請書の受付

９月下旬 プレゼンテーション

１０月中旬～下旬 審査結果通知（指定管理者候補者の選定）

１２月中旬 指定管理者の議決（市議会１２月定例会）

１２月中旬 指定管理者の指定（告示）

Ｈ３１．１月下旬 協定の締結

１月下旬～３．３１ 指定管理業務の引継ぎ・運営開始準備

４． １ 指定管理者による運営の開始

NO.12

質問

「常勤とは週３８時間４５分以上の勤務する人という認識で
間違いないでしょうか。」

回答 ＝春日部市

「相違ありません。」

春日部市、㈱トライともに

「常勤」＝「週38時間45分以上の勤務する人」

との理解のうえ、基本協定書締結



視点

•契約の性質（私法）

⇒１ 継続的役務提供契約

（第１２準備書面・第２）

•民主的コントロール（行政法）

⇒２ 民主的コントロール

（第１２準備書面・第３）



１ 継続的役務提供契約

•継続的（役務）契約

長く続くと、相手との持ちつ持た
れつの関係が強まる。

→関係性に乗じて非合理的な取
引慣行が横行するリスク

↓回避のために

・債務の内容を特定

・特定した債務を固定

•役務提供契約

サービスは物と違い目に見えづ
らい。

→？提供されるサービス内容？

？質の評価？

↓トラブル回避

・情報開示

・内容の特定



継続的役務提供契約の分類

内容確定型

警備保障契約 物品運送契約

スポーツ会員契約

状態志向 成果志向
有料老人ホーム契約 訴訟委任契約

診療契約

資源開発契約

内容不確定型

本件
（常勤支援員確保義務）



２ 民主的コントロール

•指定管理者制度

民間委託の一つのタイプだが、

公の施設の設置・管理の責任は市に留保

「公共サービスの水準の確保」のために

①公平透明な選定の基準・手続の設定と厳格な審査

②適切な管理運営のための細目に関する協定締結

③適時適正な住民への情報公開

④客観的で公正なモニタリングや評価等の実施



まとめ

・募集→指定→事業の実施→モニタリングには、それぞれ意味がある。

・基本協定等で「常勤支援員確保義務」を明確にしたことには、理由があ
る。

・㈱トライが債務不履行となったのは明らかである。

・内容が特定され固定が求められる「常勤支援員確保義務」の違反が
あったのであり、市長は㈱トライに損害賠償請求をしなければならな
い。

＝裁量はない。
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